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静岡市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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   静岡市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

 静岡市コミュニティセンター条例（平成18年静岡市条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

別表１静岡市蒲原西部コミュニティセンターホール使用料の表中 

「        

 一般 450円 300円 300円 380円 460円 
 を 

 生徒等 320円 210円 210円 270円 330円 

       」 

「        

 一般 660円 440円 440円 550円 660円 
 に 

 生徒等 480円 320円 320円 400円 480円 

       」 

改め、別表２静岡市蒲原東部コミュニティセンターホール使用料の表中 

「        

 一般 600円 400円 400円 500円 600円 
 を 

 生徒等 420円 280円 280円 350円 420円 

       」 

「        

 一般 900円 600円 600円 750円 900円 
 に 

 生徒等 630円 420円 420円 530円 640円 

       」 



改める。 

附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 


